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古物商等特例及び�％・�％経過措置の適用関係

古物商による仕入れ※１
古物商以外

の事業者に

よる仕入れ

（古物営業外）

古物 準古物

１万円以上 １万円未満※２ １万円以上 １万円未満

本

人

確

認

住所・氏名

職業・年齢

把握可能

古物商等

特例適用

可能

古物商等

特例適用

可能

古物商等

特例適用

可能

古物商等

特例適用

可能

�％・�％

経過措置

住所・氏名

職業・年齢

把握不能

※３

古物商等

特例適用

可能

�％・�

％経過措

置

古物商等

特例適用

可能

�％・�％

経過措置

※１　インボイス発行事業者以外の者から行った棚卸資産としての仕入れに限る。

※２　自動二輪車、家庭用コンピュータゲーム、ＣＤ・ＤＶＤ、書籍の買い受けなど、１万円未満

　であっても、古物営業法上、相手方の本人確認や帳簿への記帳義務が生じる物以外の物に限る。

※３　古物営業法上、古物台帳に住所、氏名、職業及び年齢を記載する義務が生じること

から、それらの情報が把握できない場合は想定されない。

　

国

税

庁

は

６

月

�

日

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

関

し

て

多

く

寄

せ

ら

れ

る

質

問

を

更

新

し

た

。

「

フ

リ

マ

ア

プ

リ

等

に

よ

り

商

品

を

仕

入

れ

た

場

合

の

仕

入

税

額

控

除

」

の

１

問

が

追

加

さ

れ

、

フ

リ

マ

ア

プ

リ

等

に

よ

る

仕

入

れ

に

係

る

古

物

商

等

特

例

と

い

わ

ゆ

る

�

％

・

�

％

経

過

措

置

の

適

用

関

係

が

示

さ

れ

て

い

る

。

古

物

商

が

フ

リ

マ

ア

プ

リ

等

で

商

品

を

仕

入

れ

た

場

合

、

仕

入

先

が

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

以

外

の

者

で

あ

れ

ば

、

古

物

商

等

特

例

の

適

用

は

可

能

と

し

た

上

で

、

対

価

の

総

額

が

１

万

円

未

満

で

あ

れ

ば

匿

名

で

取

引

が

行

わ

れ

て

い

て

も

古

物

商

等

特

例

の

適

用

は

可

能

だ

が

、

１

万

円

以

上

の

場

合

は

、

相

手

方

の

住

所

や

氏

名

な

ど

の

確

認

を

行

う

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

古

物

商

以

外

の

者

が

フ

リ

マ

ア

プ

リ

等

で

商

品

を

仕

入

れ

た

場

合

に

は

、

�

％

・

�

％

経

過

措

置

の

適

用

は

可

能

と

し

て

い

る

。

な

お

、

同

経

過

措

置

に

関

す

る

回

答

は

次

週

号

で

紹

介

す

る

。

主 な 記 事

ふるさと納税、ポイント付与禁止へ ２面

特定の事業用資産の買換え特例で新たな届出 ２面

６年度改正に伴い法基通等を改正 ３面

会社標本調査、利益計上法人が２年連続増加 ４面

　

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

に

お

い

て

、

古

物

営

業

法

上

の

許

可

を

受

け

て

古

物

営

業

を

営

む

古

物

商

が

、

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

以

外

の

者

か

ら

棚

卸

資

産

と

し

て

古

物

（

準

古

物

を

含

む

）

を

買

い

受

け

た

場

合

に

は

、

一

定

の

事

項

が

記

載

さ

れ

た

帳

簿

の

み

の

保

存

に

よ

り

仕

入

税

額

控

除

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

（

古

物

商

等

特

例

）

。

　

古

物

営

業

法

上

、

原

則

と

し

て

、

商

品

を

仕

入

れ

た

際

の

対

価

の

総

額

が

１

万

円

以

上

の

場

合

に

は

、

相

手

方

の

確

認

を

行

っ

た

上

で

い

わ

ゆ

る

古

物

台

帳

に

取

引

の

相

手

方

の

住

所

、

氏

名

、

職

業

及

び

年

齢

を

記

載

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

お

り

、

古

物

商

等

特

例

の

適

用

に

当

た

っ

て

は

、

消

費

税

法

上

の

帳

簿

に

も

そ

れ

ら

の

情

報

の

う

ち

住

所

及

び

氏

名

が

記

載

さ

れ

て

い

る

必

要

が

あ

る

。

　

古

物

商

が

、

い

わ

ゆ

る

フ

リ

ー

マ

ー

ケ

ッ

ト

ア

プ

リ

や

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

オ

ー

ク

シ

ョ

ン

（

フ

リ

マ

ア

プ

リ

等

）

に

よ

り

商

品

の

仕

入

れ

を

行

っ

た

場

合

、

そ

の

仕

入

先

が

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

で

あ

れ

ば

、

当

該

仕

入

先

か

ら

簡

易

イ

ン

ボ

イ

ス

を

受

領

し

保

存

す

る

必

要

が

あ

る

が

、

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

以

外

の

者

で

あ

れ

ば

、

帳

簿

に

一

定

の

事

項

を

記

載

す

る

こ

と

で

古

物

商

等

特

例

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

が

可

能

と

し

て

い

る

。

　

な

お

、

こ

の

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

以

外

の

者

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

以

外

の

事

業

者

や

消

費

者

が

該

当

す

る

が

、

例

え

ば

、

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

で

あ

る

個

人

事

業

者

で

あ

っ

た

と

し

て

も

、

消

費

者

と

し

て

譲

渡

す

る

場

合

に

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

以

外

の

者

と

取

り

扱

っ

て

差

し

支

え

な

い

と

し

て

い

る

。

ま

た

、

こ

の

点

、

メ

ッ

セ

ー

ジ

機

能

等

に

よ

り

「

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

と

し

て

の

譲

渡

で

あ

る

場

合

は

登

録

番

号

を

教

え

て

く

だ

さ

い

。

連

絡

が

な

い

場

合

に

は

、

消

費

者

と

し

て

の

譲

渡

と

考

え

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

」

と

確

認

を

行

っ

た

上

で

、

何

ら

の

連

絡

が

な

い

場

合

に

は

、

仕

入

先

を

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

以

外

の

者

と

取

り

扱

っ

て

差

し

支

え

な

い

と

し

て

い

る

。

　

そ

し

て

、

対

価

の

総

額

が

１

万

円

未

満

で

あ

れ

ば

、

古

物

台

帳

に

相

手

方

の

住

所

、

氏

名

、

職

業

及

び

年

齢

の

記

載

は

不

要

で

あ

る

た

め

、

匿

名

で

取

引

が

行

わ

れ

て

い

た

と

し

て

も

古

物

商

等

特

例

の

適

用

は

可

能

だ

が

、

１

万

円

以

上

の

場

合

、

そ

れ

ら

の

記

載

が

必

要

と

な

る

た

め

、

こ

れ

ら

の

点

に

つ

い

て

、

古

物

営

業

法

に

規

定

さ

れ

た

方

法

に

よ

り

相

手

方

の

確

認

を

行

う

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

（

表

参

照

）

。

　

財

務

省

は

６

月

�

日

、

住

澤

整

国

税

庁

長

官

の

後

任

に

、

奥

達

雄

理

財

局

長

＝

写

真

＝

を

起

用

す

る

な

ど

の

同

省

関

係

の

幹

部

人

事

を

発

表

し

た

。

青

木

孝

徳

主

税

局

長

は

留

任

す

る

。

近

く

発

令

す

る

。

事

務

次

官

に

は

主

計

局

長

の

新

川

浩

嗣

氏

が

就

く

。

　

奥

達

雄

（

お

く

・

た

つ

お

）

新

国

税

庁

長

官

の

略

歴

　

平

成

２

年

現

財

務

省

入

省

。

８

年

近

江

八

幡

税

務

署

長

。

�

年

主

計

局

総

務

課

長

。

令

和

３

年

主

計

局

次

長

。

５

年

理

財

局

長

。

　

国

税

庁

は

６

月

�

日

、

「

相

続

時

精

算

課

税

に

係

る

土

地

又

は

建

物

の

価

額

の

特

例

に

関

す

る

質

疑

応

答

事

例

に

つ

い

て

（

情

報

）

」

を

公

表

し

た

。

令

和

５

年

度

税

制

改

正

で

創

設

さ

れ

た

同

特

例

に

関

す

る

質

疑

応

答

事

例

を

取

り

ま

と

め

た

も

の

。

合

計

�

の

問

い

・

答

え

と

、

建

物

・

土

地

が

災

害

に

よ

り

被

害

を

受

け

た

場

合

そ

れ

ぞ

れ

の

承

認

申

請

書

の

記

載

例

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

同

特

例

は

、

相

続

時

精

算

課

税

を

適

用

し

て

贈

与

に

よ

り

取

得

し

た

土

地

等

が

、

贈

与

者

の

死

亡

に

係

る

相

続

税

の

申

告

書

の

提

出

期

限

ま

で

に

災

害

に

よ

っ

て

一

定

の

被

害

を

受

け

た

場

合

で

所

轄

税

務

署

長

の

承

認

を

受

け

た

と

き

は

、

そ

の

相

続

税

の

課

税

価

格

へ

の

加

算

の

基

礎

と

な

る

そ

の

土

地

等

の

価

額

を

、

贈

与

時

の

価

額

か

ら

被

災

価

額

を

控

除

し

た

残

額

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

。

６

年

１

月

１

日

以

後

に

被

害

を

受

け

た

場

合

か

ら

適

用

さ

れ

て

い

る

。

　

質

疑

応

答

事

例

で

は

、

災

害

発

生

日

に

お

け

る

建

物

の

想

定

上

の

価

額

で

あ

る

「

想

定

価

額

」

の

計

算

や

被

災

価

額

・

被

災

割

合

の

計

算

の

し

か

た

な

ど

に

つ

い

て

解

説

し

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
６ ７ １

第３６０９号
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近

年

、

自

然

災

害

が

国

内

外

で

多

発

し

て

い

る

。

能

登

半

島

地

震

で

は

、

水

道

管

や

浄

化

施

設

等

の

破

損

が

相

次

い

だ

。

現

在

も

断

水

し

て

い

る

地

域

が

あ

り

、

生

活

再

建

の

大

き

な

妨

げ

に

な

っ

て

い

る

★

国

土

交

通

省

は

、

水

道

管

の

耐

震

化

率

を

令

和

�

年

度

末

ま

で

に

�

％

以

上

に

引

き

上

げ

る

目

標

を

掲

げ

て

い

る

。

つ

な

ぎ

目

に

ゴ

ム

製

の

部

品

な

ど

が

使

わ

れ

て

い

る

耐

震

管

は

、

地

震

が

あ

っ

て

も

柔

軟

に

曲

が

る

た

め

、

破

断

す

る

リ

ス

ク

が

少

な

い

と

い

う

★

市

町

村

が

運

営

す

る

水

道

事

業

は

独

立

採

算

制

で

、

水

道

料

金

は

原

則

と

し

て

利

用

者

か

ら

の

収

入

で

賄

う

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

し

か

し

、

水

道

料

金

だ

け

で

は

賄

え

ず

、

地

方

交

付

税

な

ど

か

ら

補

填

し

て

い

る

自

治

体

も

あ

る

。

人

口

減

少

が

進

み

、

自

治

体

の

財

政

状

況

は

厳

し

さ

を

増

し

て

い

る

が

、

相

次

ぐ

災

害

に

備

え

、

あ

ら

ゆ

る

方

策

を

講

じ

て

予

算

確

保

に

努

め

て

ほ

し

い

。

（

Ｍ

）

　

松

本

剛

明

総

務

相

は

６

月

�

日

の

閣

議

後

会

見

で

、

ふ

る

さ

と

納

税

の

指

定

基

準

の

見

直

し

等

に

よ

り

自

治

体

が

ポ

イ

ン

ト

等

を

付

与

す

る

ポ

ー

タ

ル

サ

イ

ト

（

仲

介

）

事

業

者

等

を

通

じ

て

寄

附

を

募

集

す

る

こ

と

を

禁

止

す

る

と

発

表

し

た

。

令

和

７

年

�

月

か

ら

適

用

す

る

。

ふ

る

さ

と

納

税

の

仲

介

サ

イ

ト

の

中

に

は

、

自

治

体

が

手

配

す

る

返

礼

品

と

は

別

に

、

グ

ル

ー

プ

の

サ

イ

ト

な

ど

で

使

え

た

り

、

い

わ

ゆ

る

「

○

○

ペ

イ

」

な

ど

と

交

換

可

能

な

ポ

イ

ン

ト

等

を

、

自

社

サ

イ

ト

を

通

じ

て

寄

附

を

し

た

人

に

付

与

し

て

い

る

と

こ

ろ

が

あ

る

。

こ

う

し

た

ポ

イ

ン

ト

等

の

原

資

は

仲

介

手

数

料

の

形

で

実

質

的

に

自

治

体

が

負

担

し

て

い

る

と

み

ら

れ

て

お

り

、

ポ

イ

ン

ト

等

の

付

与

が

な

く

な

る

こ

と

で

手

数

料

が

下

が

り

、

自

治

体

の

〝

手

取

り

〟

増

に

つ

な

が

る

こ

と

が

期

待

さ

れ

て

い

る

。

同一年中に譲渡資産の譲渡と買換資

産の取得をした場合の提出期限等　

譲渡の日

（先行取得の場

合は取得の日）

提出期限

三

月

期

間

１月１日から

３月�日まで

５月末日

４月１日から

６月�日まで

８月末日

７月１日から

９月�日まで

�月末日

�月１日から

�月�日まで

翌年２月末日

※提出期限が土・日曜・祝日等に当た

る場合は、これらの日の翌日が期限。

　

国

税

庁

は

き

ょ

う

１

日

、

�

時

か

ら

令

和

６

年

分

の

路

線

価

図

等

を

公

開

す

る

。

　

６

年

能

登

半

島

地

震

に

係

る

「

特

定

非

常

災

害

の

発

生

直

後

の

価

額

」

（

相

続

税

・

贈

与

税

関

係

）

を

求

め

る

た

め

の

「

調

整

率

」

も

同

時

に

公

開

す

る

。

　

　

な

お

、

「

税

の

し

る

べ

」

本

紙

で

は

、

次

週

の

７

月

８

日

号

に

お

い

て

、

そ

れ

ら

の

内

容

を

掲

載

す

る

。

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

太

田

直

樹

会

長

）

は

６

月

�

日

か

ら

、

令

和

６

年

能

登

半

島

地

震

に

よ

り

被

災

し

た

人

を

対

象

に

、

災

害

を

受

け

た

こ

と

に

伴

う

税

の

減

免

手

続

や

申

告

等

に

関

す

る

相

談

を

受

け

付

け

る

フ

リ

ー

ダ

イ

ヤ

ル

税

務

相

談

を

開

設

し

た

。

７

年

１

月

�

日

ま

で

実

施

す

る

。

　

開

設

期

間

中

の

毎

週

火

曜

日

・

金

曜

日

の

�

時

～

�

時

、

�

時

～

�

時

で

受

け

付

け

る

。

　

電

話

相

談

の

事

前

申

し

込

み

も

受

け

付

け

て

い

る

。

　

事

前

に

相

談

内

容

等

を

「

事

前

相

談

受

付

フ

ォ

ー

ム

」

に

記

載

の

上

で

申

し

込

み

を

す

れ

ば

、

翌

週

中

の

受

付

日

時

の

う

ち

、

希

望

す

る

日

に

相

談

員

か

ら

折

り

返

し

連

絡

す

る

と

し

て

い

る

。

こ

れ

に

よ

り

、

よ

り

ス

ム

ー

ズ

に

相

談

に

応

じ

る

こ

と

が

可

能

に

な

る

と

し

て

、

日

税

連

で

は

事

前

申

込

み

を

呼

び

掛

け

て

い

る

。

　

詳

し

く

は

日

税

連

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

。

　

発

表

さ

れ

た

措

置

に

よ

り

、

寄

附

者

が

仲

介

事

業

者

か

ら

ポ

イ

ン

ト

等

を

受

け

取

る

こ

と

は

で

き

な

く

な

る

見

込

み

。

ふ

る

さ

と

納

税

の

対

象

と

な

る

自

治

体

の

指

定

基

準

で

あ

る

告

示

と

Ｑ

＆

Ａ

を

改

正

し

て

対

応

す

る

。

　

あ

わ

せ

て

、

各

自

治

体

で

食

品

の

産

地

の

適

正

な

表

示

を

確

保

す

る

た

め

の

措

置

を

講

じ

る

ほ

か

、

地

場

産

品

基

準

に

関

し

て

、

区

域

内

で

の

工

程

が

製

造

で

は

な

く

企

画

立

案

等

で

あ

る

も

の

や

区

域

内

で

提

供

さ

れ

る

宿

泊

等

の

役

務

に

つ

き

、

自

治

体

内

で

生

じ

た

付

加

価

値

や

地

域

と

の

関

連

性

を

よ

り

重

視

し

た

形

と

す

る

基

準

の

見

直

し

等

も

行

う

。

　

ふ

る

さ

と

納

税

は

、

そ

の

寄

附

額

が

４

年

度

実

績

で

９

６

５

４

億

円

と

な

り

、

今

夏

に

も

発

表

さ

れ

る

５

年

度

の

実

績

は

初

の

１

兆

円

超

え

と

な

る

公

算

が

大

き

く

な

っ

て

い

る

。

こ

う

し

た

中

で

、

よ

り

多

く

の

寄

附

を

集

め

る

た

め

に

自

治

体

間

の

返

礼

品

競

争

が

繰

り

広

げ

ら

れ

る

と

と

も

に

、

仲

介

事

業

者

間

の

争

い

も

激

し

さ

を

増

し

、

「

最

大

�

％

還

元

」

な

ど

と

高

い

還

元

率

を

う

た

う

ポ

イ

ン

ト

等

の

付

与

が

広

ま

っ

て

い

た

。

　

ま

た

、

今

年

３

月

に

は

ネ

ッ

ト

通

販

大

手

の

ア

マ

ゾ

ン

が

来

春

に

も

同

事

業

に

参

入

す

る

と

の

報

道

が

あ

っ

た

。

こ

の

話

題

は

国

会

で

も

取

り

上

げ

ら

れ

、

３

月

�

日

の

参

院

総

務

委

員

会

で

音

喜

多

駿

議

員

が

、

外

資

系

企

業

な

ど

の

ふ

る

さ

と

納

税

市

場

へ

の

参

入

に

よ

り

寄

附

金

の

一

部

が

手

数

料

と

し

て

自

治

体

以

外

に

流

出

し

て

い

く

こ

と

を

ど

の

よ

う

に

受

け

止

め

て

い

る

か

質

問

。

こ

れ

に

対

し

て

、

松

本

総

務

相

が

「

や

は

り

地

方

団

体

で

し

っ

か

り

寄

附

が

使

わ

れ

る

こ

と

が

望

ま

し

い

」

と

の

認

識

を

示

し

て

い

た

。

　

国

税

庁

は

６

月

�

日

、

令

和

５

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

、

特

定

の

事

業

用

資

産

の

買

換

え

の

特

例

の

適

用

に

お

い

て

、

同

一

年

中

に

譲

渡

資

産

の

譲

渡

と

買

換

資

産

の

取

得

を

す

る

場

合

、

事

前

に

届

出

が

必

要

に

な

る

こ

と

を

お

知

ら

せ

す

る

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

を

公

表

し

た

。

こ

の

新

た

な

届

出

の

提

出

期

限

は

、

譲

渡

の

日

（

先

行

取

得

の

場

合

は

取

得

の

日

）

に

よ

っ

て

異

な

る

の

で

注

意

し

た

い

。

６

年

４

月

１

日

以

後

に

譲

渡

と

取

得

の

両

方

を

す

る

場

合

が

対

象

と

な

る

た

め

、

こ

の

届

出

の

最

初

の

提

出

期

限

は

８

月

末

日

と

な

る

が

、

今

年

は

同

日

が

土

曜

日

の

た

め

、

９

月

２

日

と

な

る

。

　

こ

の

届

出

は

、

同

一

年

中

に

譲

渡

資

産

の

譲

渡

と

買

換

資

産

の

取

得

を

し

た

場

合

に

、

特

定

の

事

業

用

資

産

の

買

換

え

の

特

例

の

適

用

を

受

け

る

予

定

の

者

が

提

出

す

る

。

６

年

４

月

１

日

以

後

に

譲

渡

資

産

の

譲

渡

を

し

、

か

つ

、

６

年

４

月

１

日

以

後

に

買

換

資

産

の

取

得

を

す

る

者

が

対

象

と

な

る

。

し

た

が

っ

て

、

６

年

３

月

�

日

以

前

に

譲

渡

資

産

の

譲

渡

を

し

た

者

及

び

６

年

４

月

１

日

以

後

に

譲

渡

資

産

の

譲

渡

を

し

、

か

つ

、

６

年

３

月

�

日

以

前

に

買

換

資

産

の

取

得

を

し

た

者

は

届

出

書

の

提

出

は

不

要

と

な

る

。

　

提

出

す

る

届

出

書

は

「

特

定

の

事

業

用

資

産

の

買

換

え

の

特

例

の

適

用

に

関

す

る

届

出

書

」

で

、

所

得

税

の

納

税

地

の

所

轄

税

務

署

長

に

提

出

す

る

。

　

提

出

期

限

は

、

届

け

出

よ

う

と

す

る

資

産

の

譲

渡

の

日

（

同

日

前

に

買

換

資

産

の

取

得

（

建

設

・

製

作

を

含

む

）

を

し

た

場

合

（

先

行

取

得

の

場

合

）

に

は

、

そ

の

資

産

の

取

得

の

日

）

を

含

む

三

月

期

間

の

末

日

の

翌

日

か

ら

２

か

月

以

内

と

な

っ

て

い

る

（

表

参

照

）

。

国

税

庁

で

は

、

提

出

期

限

内

に

届

出

書

の

提

出

が

な

い

場

合

は

、

同

特

例

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

し

て

、

注

意

を

呼

び

か

け

て

い

る

。

　

な

お

、

同

届

出

書

を

提

出

し

た

場

合

で

も

、

譲

渡

資

産

の

譲

渡

と

買

換

資

産

の

取

得

を

同

一

年

中

に

行

わ

な

か

っ

た

場

合

は

、

別

途

手

続

が

必

要

と

な

る

。

買

換

（

代

替

）

資

産

の

取

得

が

譲

渡

の

年

の

翌

年

以

降

と

な

る

と

き

は

「

買

換

（

代

替

）

資

産

の

明

細

書

の

提

出

手

続

」

、

譲

渡

の

年

の

前

年

に

取

得

し

た

資

産

を

買

換

資

産

と

す

る

場

合

は

「

先

行

取

得

資

産

に

係

る

買

換

え

の

特

例

の

適

用

に

関

す

る

届

出

」

と

な

っ

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

国

税

庁

は

６

月

�

日

、

「

法

人

税

基

本

通

達

等

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

（

法

令

解

釈

通

達

）

」

を

公

表

し

た

。

令

和

６

年

度

の

法

人

税

関

係

法

令

等

の

改

正

に

対

応

し

、

同

通

達

等

で

所

要

の

整

備

を

図

っ

た

も

の

。

こ

の

う

ち

、

租

税

特

別

措

置

法

関

係

通

達

（

法

人

税

編

）

の

改

正

で

は

、

赤

字

の

中

小

企

業

に

も

賃

上

げ

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

と

な

る

よ

う

繰

越

控

除

制

度

が

設

け

ら

れ

た

賃

上

げ

促

進

税

制

（

中

小

企

業

向

け

）

で

、

繰

越

控

除

に

係

る

規

定

の

適

用

に

当

た

っ

て

は

、

同

規

定

の

適

用

を

受

け

て

実

際

に

繰

越

控

除

を

行

う

事

業

年

度

終

了

の

時

に

中

小

企

業

者

に

該

当

す

る

必

要

は

な

い

も

の

の

、

繰

越

税

額

控

除

限

度

超

過

額

の

生

じ

た

事

業

年

度

終

了

の

時

に

中

小

企

業

者

に

該

当

す

る

必

要

が

あ

る

こ

と

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

今

回

改

正

さ

れ

た

の

は

、

法

人

税

基

本

通

達

、

措

置

法

関

係

通

達

（

法

人

税

編

）

、

耐

用

年

数

の

適

用

等

に

関

す

る

取

扱

通

達

、

東

日

本

大

震

災

の

被

災

者

等

に

係

る

国

税

関

係

法

律

の

臨

時

特

例

に

関

す

る

法

律

関

係

通

達

（

法

人

税

編

）

の

四

つ

。

　

賃

上

げ

税

制

を

巡

っ

て

は

、

中

小

企

業

向

け

の

繰

越

控

除

制

度

の

創

設

の

ほ

か

、

６

年

度

税

制

改

正

大

綱

で

給

与

等

の

支

給

額

か

ら

控

除

す

る

「

給

与

等

に

充

て

る

た

め

他

の

者

か

ら

支

払

を

受

け

る

金

額

」

に

看

護

職

員

処

遇

改

善

評

価

料

お

よ

び

介

護

職

員

処

遇

改

善

加

算

そ

の

他

の

役

務

の

提

供

の

対

価

の

額

が

含

ま

れ

な

い

こ

と

と

す

る

と

さ

れ

て

い

た

。

　

こ

れ

に

関

連

し

て

、

措

置

法

通

達

の

改

正

で

は

、

看

護

職

員

処

遇

改

善

評

価

料

の

額

お

よ

び

介

護

職

員

処

遇

改

善

加

算

の

額

の

よ

う

に

（

イ

）

健

康

保

険

法

そ

の

他

法

令

の

規

定

に

基

づ

く

診

療

報

酬

の

額

、

（

ロ

）

介

護

保

険

法

そ

の

他

法

令

の

規

定

に

基

づ

く

介

護

報

酬

の

額

、

（

ハ

）

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

そ

の

他

法

令

の

規

定

に

基

づ

く

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

等

報

酬

の

額

―

―

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

公

定

価

格

（

法

令

ま

た

は

法

令

に

基

づ

く

行

政

庁

の

命

令

、

許

可

、

認

可

そ

の

他

の

処

分

に

基

づ

く

価

格

）

が

設

定

さ

れ

て

い

る

取

引

に

お

け

る

取

引

金

額

に

含

ま

れ

る

額

は

、

税

制

の

適

用

上

、

給

与

等

か

ら

控

除

す

る

「

補

填

額

」

に

該

当

し

な

い

こ

と

も

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る

。

　

こ

の

ほ

か

、

法

基

通

で

は

、

組

織

再

編

成

や

暗

号

資

産

関

連

の

法

令

改

正

に

伴

う

通

達

の

改

正

な

ど

が

行

わ

れ

て

い

る

。

　

政

府

は

６

月

�

日

、

経

済

財

政

運

営

と

改

革

の

基

本

方

針

（

い

わ

ゆ

る

骨

太

の

方

針

）

２

０

２

４

、

新

し

い

資

本

主

義

の

グ

ラ

ン

ド

デ

ザ

イ

ン

及

び

実

行

計

画

２

０

２

４

年

改

訂

版

、

規

制

改

革

実

施

計

画

を

そ

れ

ぞ

れ

閣

議

決

定

し

た

。

　

骨

太

の

方

針

に

は

、

「

賃

上

げ

と

投

資

が

け

ん

引

す

る

成

長

型

経

済

の

実

現

」

と

い

う

副

題

が

つ

い

て

お

り

、

デ

フ

レ

か

ら

の

完

全

脱

却

に

向

け

て

引

き

続

き

賃

上

げ

の

促

進

と

デ

ジ

タ

ル

化

や

省

力

化

投

資

と

い

っ

た

投

資

の

充

実

な

ど

に

努

め

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

新

し

い

資

本

義

の

Ｇ

Ｄ

及

び

実

行

計

画

の

改

訂

版

で

は

、

今

後

の

具

体

的

な

取

組

み

が

示

さ

れ

て

お

り

、

こ

の

う

ち

、

税

制

面

で

は

事

業

承

継

税

制

の

役

員

就

任

要

件

の

あ

り

方

や

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

へ

の

資

金

調

達

の

支

援

強

化

に

向

け

た

エ

ン

ジ

ェ

ル

税

制

に

お

け

る

再

投

資

期

間

の

延

長

の

検

討

方

針

等

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

ま

た

規

制

改

革

実

施

計

画

で

は

、

死

亡

・

相

続

手

続

の

デ

ジ

タ

ル

化

、

買

収

対

価

を

株

式

と

す

る

Ｍ

＆

Ａ

の

活

性

化

、

株

式

報

酬

の

無

償

交

付

の

活

用

拡

大

と

い

っ

た

規

制

改

革

事

項

と

政

府

が

そ

れ

ら

施

策

を

計

画

的

か

つ

着

実

に

実

施

す

る

た

め

、

実

施

時

期

等

が

定

め

ら

れ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

６

月

�

日

、

令

和

５

年

度

の

査

察

の

概

要

を

公

表

し

た

。

５

年

度

に

査

察

に

着

手

し

た

件

数

は

、

前

年

度

よ

り

９

件

増

の

１

５

４

件

で

、

処

理

（

検

察

庁

へ

の

告

発

の

可

否

を

判

断

）

し

た

件

数

は

、

前

年

度

よ

り

�

件

増

の

１

５

１

件

だ

っ

た

。

脱

税

総

額

は

、

前

年

度

よ

り

７

億

８

０

０

０

万

円

減

の

１

１

９

億

８

０

０

０

万

円

と

な

っ

て

い

る

。

　

告

発

件

数

は

、

前

年

度

よ

り

２

件

減

の

１

０

１

件

で

、

処

理

件

数

に

占

め

る

告

発

件

数

の

割

合

で

あ

る

告

発

率

は

、

平

成

�

年

度

以

来

の

高

水

準

だ

っ

た

前

年

度

よ

り

７

・

２

㌽

減

の

�

・

９

％

と

下

が

っ

た

。

告

発

分

の

脱

税

額

は

、

前

年

度

よ

り

�

億

８

８

０

０

万

円

減

の

�

億

３

１

０

０

万

円

と

減

少

し

た

。

　

同

庁

は

、

「

件

数

や

脱

税

総

額

は

、

事

件

の

個

別

性

に

大

き

く

影

響

さ

れ

る

。

適

正

公

平

な

課

税

の

実

現

に

向

け

取

り

組

ん

だ

結

果

、

一

定

の

成

果

を

果

た

せ

た

も

の

と

考

え

て

い

る

」

と

し

て

い

る

。

　

告

発

が

多

か

っ

た

上

位

４

業

種

は

不

動

産

業

（

�

者

）

、

建

設

業

（

�

者

）

、

人

材

派

遣

（

６

者

）

、

小

売

業

（

５

社

）

で

、

こ

の

う

ち

建

設

業

と

不

動

産

業

は

平

成

�

年

度

か

ら

９

年

連

続

で

上

位

２

業

種

と

な

る

。

　

な

お

、

査

察

事

件

で

５

年

度

中

に

一

審

判

決

が

言

い

渡

さ

れ

た

件

数

は

�

件

で

、

す

べ

て

に

有

罪

判

決

が

言

い

渡

さ

れ

、

９

人

に

対

し

実

刑

判

決

が

出

た

。

実

刑

判

決

の

う

ち

、

最

も

重

い

も

の

は

、

査

察

事

件

単

独

に

係

る

も

の

が

懲

役

４

年

、

他

の

犯

罪

と

併

合

さ

れ

た

も

の

が

懲

役

６

年

だ

っ

た

。

　

１

人

当

た

り

の

犯

則

税

額

は

５

８

０

０

万

円

、

１

人

当

た

り

の

懲

役

月

数

は

�

・

６

カ

月

、

１

人

（

社

）

当

た

り

の

罰

金

額

は

１

５

０

０

万

円

だ

っ

た

（

他

の

犯

罪

と

の

併

合

事

件

を

除

い

て

カ

ウ

ン

ト

）

。

　

同

庁

は

５

年

度

、

特

に

消

費

税

事

案

、

無

申

告

事

案

、

国

際

事

案

の

ほ

か

、

時

流

に

即

し

た

社

会

的

波

及

効

果

が

高

い

と

見

込

ま

れ

る

事

案

を

重

点

事

案

と

位

置

づ

け

、

積

極

的

に

調

査

を

実

施

し

た

。

　

消

費

税

事

案

で

は

前

年

度

よ

り

７

件

減

の

�

件

を

告

発

。

消

費

税

の

仕

入

税

額

控

除

制

度

や

輸

出

免

税

制

度

を

悪

用

し

た

不

正

還

付

事

案

は

、

前

年

度

と

同

じ

�

件

を

告

発

、

不

正

受

還

付

額

（

加

算

税

を

除

き

、

未

遂

の

還

付

額

を

含

む

）

は

、

前

年

度

よ

り

８

億

９

３

０

０

万

円

減

の

４

億

５

４

０

０

万

円

だ

っ

た

。

　

無

申

告

事

案

は

、

前

年

度

よ

り

１

件

増

の

�

件

を

告

発

し

、

そ

の

う

ち

、

不

正

行

為

は

な

い

も

の

の

、

故

意

に

申

告

書

を

提

出

し

な

い

で

税

を

免

れ

た

単

純

無

申

告

ほ

脱

事

案

は

前

年

度

よ

り

５

件

増

の

�

件

と

な

っ

て

い

る

。

国

際

事

案

は

、

前

年

度

よ

り

２

件

減

の

�

件

を

告

発

、

外

国

法

人

を

利

用

し

た

不

正

事

案

や

、

海

外

に

不

正

資

金

を

隠

し

て

い

た

事

案

な

ど

が

あ

っ

た

。

　

重

点

事

案

の

告

発

事

例

は

、

次

の

通

り

（

電

子

版

に

は

、

告

発

事

例

の

概

要

図

を

掲

載

し

て

お

り

ま

す

）

。

【

輸

出

免

税

制

度

を

悪

用

し

た

消

費

税

の

不

正

受

還

付

事

案

（

大

阪

局

）

】

　

同

一

の

高

級

腕

時

計

の

シ

リ

ア

ル

ナ

ン

バ

ー

や

不

正

に

入

手

し

た

パ

ス

ポ

ー

ト

の

写

し

を

用

い

て

書

類

を

偽

造

し

、

架

空

の

課

税

仕

入

れ

及

び

架

空

の

輸

出

免

税

売

上

を

計

上

す

る

こ

と

で

、

不

正

に

消

費

税

な

ど

約

１

６

０

０

万

円

の

還

付

を

受

け

、

ま

た

は

約

１

億

４

８

０

０

万

円

の

還

付

を

受

け

よ

う

と

し

た

。

【

社

会

的

波

及

効

果

の

高

い

脱

税

請

負

人

事

案

（

東

京

局

）

】

　

脱

税

請

負

人

が

、

脱

税

の

た

め

に

虚

偽

の

発

注

書

兼

業

務

請

負

書

等

を

作

成

す

る

な

ど

し

て

架

空

の

業

務

委

託

費

を

支

払

手

数

料

な

ど

と

し

て

計

上

す

る

ス

キ

ー

ム

を

節

税

と

う

た

い

、

広

く

全

国

か

ら

納

税

者

を

勧

誘

し

、

納

税

者

ら

が

当

該

ス

キ

ー

ム

を

利

用

し

て

法

人

税

及

び

消

費

税

な

ど

約

２

億

２

６

０

０

万

円

を

免

れ

て

い

た

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

全

国

免

税

店

協

会

（

阿

部

英

行

会

長

）

は

６

月

�

日

、

東

京

都

千

代

田

区

の

御

茶

ノ

水

ソ

ラ

シ

テ

ィ

カ

ン

フ

ァ

レ

ン

ス

セ

ン

タ

ー

で

第

�

回

通

常

総

会

を

開

催

し

た

。

　

当

日

は

、

来

賓

と

し

て

全

国

間

税

会

総

連

合

会

の

藤

井

誠

専

務

理

事

が

出

席

し

た

。

　

議

事

で

は

、

会

の

発

展

と

強

化

の

た

め

、

ま

た

安

定

財

政

確

保

に

向

け

た

会

員

獲

得

の

推

進

、

法

令

順

守

の

精

神

の

も

と

各

関

連

事

業

者

へ

の

適

正

な

免

税

手

続

の

啓

蒙

活

動

の

さ

ら

な

る

推

進

、

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

の

発

行

・

改

訂

な

ど

、

よ

り

多

く

の

免

税

店

で

免

税

制

度

が

適

正

に

運

用

さ

れ

る

よ

う

周

知

活

動

の

実

施

、

「

令

和

７

年

度

税

制

改

正

要

望

」

の

関

係

各

省

庁

へ

の

提

言

活

動

の

推

進

、

持

ち

出

し

確

認

型

免

税

制

度

の

導

入

に

向

け

た

説

明

会

の

開

催

等

の

周

知

活

動

の

実

施

な

ど

を

盛

り

込

ん

だ

２

０

２

４

年

度

事

業

計

画

案

お

よ

び

収

支

予

算

案

な

ど

を

審

議

し

、

全

議

案

を

承

認

し

た

。

な

お

、

今

年

度

の

消

費

税

免

税

講

習

会

を

年

度

中

に

開

催

す

る

予

定

と

し

て

い

る

。

　

総

会

終

了

後

は

、

特

別

講

演

を

行

い

、

観

光

庁

観

光

戦

略

課

の

津

田

裕

亮

課

長

補

佐

が

、

「

最

新

の

観

光

行

政

に

つ

い

て

」

を

テ

ー

マ

に

講

演

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

４

年

度

分

「

会

社

標

本

調

査

」

を

公

表

し

た

。

こ

れ

は

、

４

年

４

月

１

日

か

ら

５

年

３

月

�

日

ま

で

の

間

に

終

了

し

た

各

事

業

年

度

に

つ

い

て

、

５

年

８

月

末

現

在

で

取

り

ま

と

め

た

も

の

。

同

年

度

調

査

に

お

け

る

サ

ン

プ

ル

は

約

２

２

５

万

社

（

母

集

団

数

約

２

９

１

万

社

）

と

な

っ

て

い

る

。

４

年

度

分

の

法

人

数

全

体

は

、

前

年

度

比

６

万

１

３

２

９

社

増

加

（

前

年

度

比

２

・

２

％

増

）

の

２

９

０

万

９

８

４

７

社

と

�

年

連

続

の

増

加

で

過

去

最

多

だ

っ

た

。

４

年

４

月

１

日

以

後

に

開

始

す

る

事

業

年

度

か

ら

グ

ル

ー

プ

通

算

制

度

が

ス

タ

ー

ト

し

た

た

め

、

４

年

度

分

に

は

、

グ

ル

ー

プ

通

算

制

度

の

適

用

を

受

け

た

法

人

（

通

算

法

人

）

が

含

ま

れ

て

お

り

、

通

算

法

人

は

１

社

ご

と

に

集

計

し

て

い

る

。

こ

の

た

め

、

前

年

度

よ

り

増

加

し

た

６

万

１

３

２

９

社

の

う

ち

、

約

１

万

社

は

グ

ル

ー

プ

通

算

制

度

が

ス

タ

ー

ト

し

た

こ

と

に

よ

り

増

加

し

た

。

　

令

和

４

年

度

分

会

社

標

本

調

査

結

果

か

ら

、

業

種

別

に

所

得

金

額

の

増

加

額

を

見

る

と

、

最

も

大

き

い

の

は

「

卸

売

業

」

で

、

前

年

度

比

８

３

５

８

億

円

増

加

の

６

兆

９

８

８

６

億

円

、

次

い

で

「

サ

ー

ビ

ス

業

」

、

「

運

輸

通

信

公

益

事

業

」

だ

っ

た

。

鉄

道

会

社

や

航

空

会

社

の

ほ

か

ガ

ス

会

社

、

電

気

会

社

が

該

当

す

る

「

運

輸

通

信

公

益

事

業

」

は

、

前

年

度

は

減

少

額

が

最

も

大

き

か

っ

た

が

増

加

に

転

じ

た

。

　

所

得

金

額

の

増

加

率

が

最

も

高

い

の

は

、

「

鉱

業

」

で

�

・

７

％

、

次

い

で

前

年

度

に

増

加

に

転

じ

た

「

料

理

飲

食

旅

館

業

」

の

�

・

２

％

、

「

農

林

水

産

業

」

の

�

・

４

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

他

方

、

所

得

金

額

の

減

少

額

が

最

も

大

き

い

の

は

、

「

金

融

保

険

業

」

で

同

４

９

６

９

億

円

減

少

の

５

兆

３

８

６

億

円

、

次

い

で

「

化

学

工

業

」

「

建

設

業

」

と

な

っ

て

い

る

。

　

所

得

金

額

の

減

少

率

が

最

も

高

い

の

は

、

「

出

版

印

刷

業

」

の

�

・

０

％

、

次

い

で

、

「

繊

維

工

業

」

の

�

・

１

％

、

「

金

融

保

険

業

」

の

９

・

０

％

だ

っ

た

。

　

金

融

庁

は

６

月

�

日

、

コ

ロ

ナ

関

連

の

金

融

機

関

の

資

金

繰

り

支

援

に

関

す

る

相

談

を

受

け

付

け

て

い

た

「

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

に

関

す

る

金

融

庁

相

談

ダ

イ

ヤ

ル

」

を

廃

止

し

、

経

営

改

善

・

事

業

再

生

に

関

す

る

事

業

者

の

声

を

聞

く

「

経

営

改

善

・

事

業

再

生

支

援

の

取

組

に

関

す

る

金

融

庁

相

談

窓

口

」

を

設

置

し

た

。

同

窓

口

は

、

関

係

省

庁

と

連

携

し

、

民

間

金

融

機

関

以

外

の

税

務

署

（

国

税

局

）

、

年

金

事

務

所

（

日

本

年

金

機

構

）

、

信

用

保

証

協

会

に

関

す

る

相

談

も

受

け

付

け

る

「

事

業

再

生

情

報

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

」

（

６

月

�

日

号

４

面

参

照

）

の

相

談

窓

口

と

も

な

る

。

　

本

窓

口

に

寄

せ

ら

れ

た

情

報

等

は

、

金

融

庁

を

は

じ

め

、

事

業

者

が

希

望

す

る

場

合

は

金

融

機

関

や

関

係

省

庁

等

へ

還

元

す

る

な

ど

今

後

の

監

督

等

に

活

用

す

る

。

経

営

改

善

・

事

業

再

生

に

関

す

る

金

融

庁

へ

の

相

談

の

う

ち

、

民

間

金

融

機

関

に

関

す

る

も

の

は

電

話

窓

口

（

℡

０

５

７

０

―

�

―

０

３

５

５

、

平

日

の

午

前

�

時

か

ら

午

後

５

時

に

対

応

）

で

受

け

付

け

る

が

、

民

間

金

融

機

関

以

外

の

税

務

署

、

年

金

事

務

所

、

信

用

保

険

協

会

に

関

す

る

相

談

は

電

話

で

受

け

付

け

て

お

ら

ず

、

メ

ー

ル

窓

口

で

受

け

付

け

る

。

　

税

務

署

、

年

金

事

務

所

、

信

用

保

証

協

会

に

関

す

る

相

談

は

「

情

報

提

供

シ

ー

ト

」

が

定

め

ら

れ

て

お

り

、

記

載

要

領

に

し

た

が

っ

て

情

報

提

供

シ

ー

ト

を

作

成

し

た

上

で

、

指

定

の

ア

ド

レ

ス

に

メ

ー

ル

送

信

す

る

。

受

付

内

容

の

例

と

し

て

は

、

「

金

融

機

関

に

よ

る

支

援

の

も

と

で

経

営

改

善

・

事

業

再

生

に

取

り

組

ん

で

い

る

が

、

公

租

公

課

（

税

金

・

社

会

保

険

料

）

の

猶

予

・

分

割

納

付

に

向

け

て

、

金

融

庁

か

ら

も

金

融

機

関

の

支

援

状

況

等

を

伝

達

し

て

ほ

し

い

」

と

い

っ

た

文

案

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

な

お

、

本

窓

口

は

、

金

融

機

関

か

ら

の

支

援

が

確

認

で

き

た

事

業

者

（

＝

再

生

可

能

性

の

あ

る

事

業

者

と

み

な

す

）

の

み

、

関

係

省

庁

・

公

共

機

関

へ

情

報

提

供

を

行

う

。

こ

の

た

め

、

情

報

提

供

シ

ー

ト

の

提

出

後

、

記

載

の

あ

っ

た

「

支

援

を

受

け

て

い

る

金

融

機

関

」

と

情

報

提

供

シ

ー

ト

を

共

有

す

る

。

支

援

を

受

け

て

い

る

金

融

機

関

の

確

認

の

結

果

、

事

業

者

へ

の

支

援

が

確

認

で

き

な

か

っ

た

場

合

は

、

関

係

省

庁

・

公

共

機

関

へ

の

情

報

の

伝

達

は

で

き

な

い

と

し

て

い

る

。

　

法

人

数

全

体

の

う

ち

、

利

益

計

上

法

人

は

同

４

万

１

５

１

７

社

増

加

（

同

３

・

８

％

増

）

の

１

１

３

万

２

４

３

４

社

で

、

２

年

連

続

で

増

加

し

、

過

去

最

多

と

な

っ

て

い

る

。

　

他

方

、

欠

損

法

人

は

同

１

万

９

８

１

２

社

増

加

（

同

１

・

１

％

増

）

の

１

７

７

万

７

４

１

３

社

で

３

年

連

続

増

加

し

た

。

な

お

、

全

法

人

に

占

め

る

欠

損

法

人

割

合

は

、

減

少

に

転

じ

た

前

年

度

に

続

き

、

同

０

・

６

㌽

減

の

�

・

１

％

だ

っ

た

。

　

営

業

収

入

金

額

は

、

同

２

４

３

兆

８

２

６

７

億

円

増

加

（

同

�

・

５

％

増

）

の

１

７

２

２

兆

２

８

１

８

億

円

と

２

年

連

続

の

増

加

で

過

去

最

高

。

こ

の

う

ち

利

益

計

上

法

人

に

つ

い

て

み

る

と

、

営

業

収

入

金

額

は

、

同

１

５

３

兆

１

０

７

０

億

円

増

加

（

同

�

・

４

％

増

）

の

１

２

９

５

兆

８

６

０

９

億

円

と

大

幅

に

増

加

し

、

過

去

最

高

と

な

っ

た

。

所

得

金

額

も

、

同

４

兆

４

５

５

１

億

円

増

加

（

同

５

・

９

％

増

）

の

�

兆

３

５

９

億

円

と

過

去

最

高

だ

っ

た

。

営

業

収

入

金

額

に

対

す

る

所

得

金

額

の

割

合

（

所

得

率

）

は

同

０

・

４

㌽

減

の

６

・

２

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

営

業

収

入

金

額

、

所

得

金

額

と

も

に

過

去

最

高

と

な

っ

た

要

因

と

し

て

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

が

収

束

し

た

こ

と

に

よ

る

行

動

制

限

の

緩

和

や

為

替

相

場

の

円

安

基

調

、

世

界

的

な

資

源

価

格

の

高

騰

な

ど

が

挙

げ

ら

れ

る

。

　

法

人

税

額

を

見

て

み

る

と

、

同

９

９

８

０

億

円

増

加

（

同

７

・

５

％

増

）

の

�

兆

２

４

４

３

億

円

で

、

所

得

税

額

控

除

は

、

法

人

が

支

払

を

受

け

る

利

子

等

、

配

当

等

が

増

え

た

こ

と

に

よ

り

同

６

０

４

８

億

円

増

加

（

同

�

・

６

％

増

）

の

４

兆

７

５

６

４

億

円

で

過

去

最

高

だ

っ

た

。

ま

た

外

国

税

額

控

除

も

、

同

２

４

５

７

億

円

増

加

（

同

�

・

８

％

増

）

の

８

１

９

６

億

円

と

大

幅

に

増

加

し

、

海

外

の

稼

得

所

得

が

増

え

て

い

る

こ

と

が

う

か

が

え

る

。

　

繰

越

欠

損

金

の

当

期

控

除

額

は

、

同

７

５

１

７

億

円

減

少

（

同

７

・

４

％

減

）

の

９

兆

３

４

０

０

億

円

と

減

少

。

繰

越

欠

損

金

の

翌

期

繰

越

額

は

、

同

１

兆

９

８

３

２

億

円

増

加

（

同

２

・

７

％

増

）

の

�

兆

５

２

３

１

億

円

と

増

加

し

た

。

　

交

際

費

等

の

支

出

額

は

、

前

年

は

新

型

コ

ロ

ナ

に

よ

る

オ

ン

ラ

イ

ン

会

議

や

自

粛

な

ど

の

影

響

に

よ

り

減

少

し

た

が

、

行

動

制

限

の

緩

和

に

よ

り

同

７

３

１

３

億

円

増

加

（

同

�

・

７

％

増

）

の

３

兆

５

８

２

０

億

円

と

大

幅

に

増

え

、

平

成

�

年

度

以

来

４

年

ぶ

り

に

増

加

し

た

。

損

金

不

算

入

額

は

、

同

３

０

０

１

億

円

増

加

（

同

�

・

８

％

増

）

の

８

３

８

５

億

円

で

、

損

金

不

算

入

割

合

は

同

４

・

５

㌽

増

の

�

・

４

％

だ

っ

た

。

　

（４）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



業務効率化

紙ベースの帳票類がデータ化・ペーパーレス化さ

れることで、その情報の集計と伝達のスピードが

確実に上がる。

情報の共有

データを共有のサーバやクラウドに保存すること

で、複数人数での作業や閲覧、管理が可能となり、

情報管理の一極集中が防げる。

コストの

削減　　

ペーパーレス化が進むため事務消耗品等の利用が

減り、また郵送料等の通信コストや保管場所等の

費用も軽減されることが見込める。

人的負担

の削減　

上記のような効率化が図られることで、本来補助

的業務に該当する経理事務の人的負担を抑え、よ

り生産的なコア業務に人員を向けられる。

　令和６年度の与党税制改正大綱の『基本的な考え方』のなか

で、「経済社会のデジタル化に伴い、事業経営や取引・財務に

関する情報処理、決済の分野でもデジタル化が急速に進展して

おり、納税者が簡便かつ適正に申告・納付を行うことができる

よう、税務手続のデジタル化を推進していく必要がある」とす

る意向が示されており、また、個人所得課税のあり方のなかで

も、会計ソフトを活用した小規模事業者の記帳水準の向上も求

めています。

　さらに、同税制改正大綱の「検討事項」においても、取引に

係るやり取りから会計・税務までデジタルデータで処理するこ

とについて言及されており、近年急速にデジタル対応が要求さ

れていることがうかがえます。

　実際、経済取引自体のデジタル化やキャッシュレス化、急増し

たテレワークやＷＥＢ会議、電子帳簿保存法の改正による電子

取引のデジタル保存の義務化、あるいはインボイス制度による

帳票の詳細な情報管理などに対応しなくてはならないため、こ

のような施策が講じられるのは当然といえるかもしれません。

　ですが、こうした変化を義務的・受動的に捉えるだけでなく、

そのデジタル化等が事業者にとって大きなメリットをもたらす

可能性があることも忘れてはなりません。いずれ対応をしなく

てはならないのならば、例えば次のような利点を追求するため

に、業務体制の改善を検討してみるのも重要と考えられます。

　とはいえ、システムや機器等の導入について初期費用がかか

ることや、業務を移行させる間に生じる事務負担増などのデメ

リットもありますし、不足あるいは過剰となるシステム導入で、

却ってシームレスな業務進行を妨げるといったリスクも考えら

れます。

　そこで、会計から税務全般に至るまで滞りのない体制が整え

られ、かつ不要な設備投資とならないようにするために、必要

とされるであろうデジタル化の技術や制度について、クラウド

サービスの現状、最近の会計システムの能力、電子帳簿保存法

の改正内容と対応、インボイスの管理、税務行政のデジタル化

などを踏まえて、今後本稿で取り上げていきたいと思います。

　

令

和

４

年

４

月

か

ら

同

５

年

９

月

に

わ

た

っ

て

、

本

紙

に

お

い

て

「

傍

流

の

正

論

～

税

歴

�

年

の

教

え

」

を

連

載

さ

せ

て

い

た

だ

き

、

同

連

載

の

終

了

を

も

っ

て

書

籍

ま

で

出

版

さ

せ

て

い

た

だ

い

た

。

こ

の

書

は

、

い

わ

ば

自

伝

的

な

と

こ

ろ

も

あ

り

、

租

税

に

つ

い

て

の

種

々

の

経

験

を

通

し

て

、

そ

の

あ

り

方

を

率

直

に

述

べ

さ

せ

て

い

た

だ

い

た

。

お

読

み

い

た

だ

い

た

方

か

ら

、

筆

者

に

と

っ

て

「

胸

が

熱

く

な

る

よ

う

な

」

ご

感

想

を

い

た

だ

き

、

誠

に

あ

り

が

た

い

こ

と

と

感

謝

し

て

い

る

次

第

で

あ

る

。

そ

の

感

謝

を

言

葉

に

代

え

る

た

め

に

、

ま

た

、

「

正

論

」

の

再

開

を

期

待

し

て

い

る

旨

の

お

言

葉

を

あ

り

が

た

く

思

い

、

再

び

連

載

を

始

め

る

こ

と

に

し

た

。

　

再

開

に

当

た

っ

て

は

、

前

回

と

は

や

や

趣

を

変

え

て

、

税

歴

�

余

年

の

経

験

を

踏

ま

え

て

、

租

税

に

関

し

て

、

主

と

し

て

、

ト

ピ

ッ

ク

な

テ

ー

マ

と

理

論

と

実

務

の

対

比

等

に

つ

い

て

、

そ

の

論

点

と

方

向

性

に

つ

い

て

率

直

に

論

じ

る

こ

と

と

す

る

。

こ

の

場

合

、

「

世

相

を

斬

る

」

と

い

う

言

葉

が

あ

る

が

、

そ

れ

に

倣

い

、

「

税

相

を

斬

る

」

思

い

で

、

租

税

を

め

ぐ

る

種

々

の

問

題

点

に

つ

い

て

所

見

を

述

べ

る

こ

と

と

す

る

。

　

教

科

書

的

に

は

、

租

税

と

は

、

「

国

家

及

び

地

方

団

体

が

国

民

に

各

種

の

公

共

サ

ー

ビ

ス

を

提

供

す

る

た

め

に

必

要

な

資

金

の

調

達

を

目

的

と

し

て

、

直

接

の

反

対

給

付

な

し

に

強

制

的

に

私

人

の

手

か

ら

国

家

・

地

方

団

体

の

手

に

移

さ

れ

る

富

の

呼

称

」

で

あ

る

。

こ

の

公

共

サ

ー

ビ

ス

は

、

一

つ

は

、

国

防

、

警

察

、

裁

判

、

公

共

事

業

等

の

よ

う

に

、

自

由

主

義

経

済

の

下

で

、

国

家

の

固

有

の

任

務

と

考

え

ら

れ

る

サ

ー

ビ

ス

が

あ

り

、

二

つ

は

、

民

間

の

サ

ー

ビ

ス

と

競

合

す

る

面

も

あ

る

が

、

公

共

性

が

強

い

公

教

育

、

公

営

住

宅

の

建

設

、

医

療

等

の

福

祉

的

サ

ー

ビ

ス

が

あ

る

。

　

こ

の

よ

う

な

公

共

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

に

は

多

大

な

財

源

を

必

要

と

す

る

が

、

そ

の

大

部

分

が

租

税

に

よ

っ

て

賄

わ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

　

こ

の

租

税

は

、

前

述

の

よ

う

に

、

国

民

の

負

担

に

よ

る

こ

と

に

な

る

が

、

国

民

と

し

て

は

、

公

共

サ

ー

ビ

ス

と

そ

れ

を

賄

う

租

税

の

重

要

性

を

認

識

し

な

が

ら

も

、

租

税

の

負

担

の

重

さ

に

（

痛

痒

に

）

不

満

を

持

つ

こ

と

に

な

る

。

そ

の

た

め

、

租

税

の

負

担

に

つ

い

て

は

、

国

民

を

納

得

さ

せ

る

た

め

の

合

理

的

な

ル

ー

ル

が

必

要

に

な

る

。

　

そ

の

た

め

、

憲

法

�

条

は

、

「

あ

ら

た

に

租

税

を

課

し

、

又

は

現

行

の

租

税

を

変

更

す

る

に

は

、

法

律

又

は

法

律

の

定

め

る

条

件

に

よ

る

こ

と

を

必

要

と

す

る

。

」

と

定

め

、

租

税

法

律

主

義

を

宣

明

し

て

い

る

。

こ

の

租

税

法

律

主

義

の

下

で

は

、

国

民

の

租

税

負

担

は

、

国

民

の

代

表

で

あ

る

国

会

議

員

等

が

定

め

た

法

律

に

よ

っ

て

決

定

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

か

ら

、

い

わ

ば

国

民

の

合

意

に

よ

っ

て

決

定

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

　

ま

た

、

「

重

き

を

憂

え

ず

、

等

し

か

ら

ざ

る

を

憂

う

」

と

言

わ

れ

る

如

く

、

国

民

の

切

な

る

願

い

は

、

租

税

負

担

は

平

等

で

あ

っ

て

ほ

し

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

の

た

め

、

憲

法

�

条

は

「

法

の

下

の

平

等

」

を

宣

明

し

、

租

税

の

立

法

・

執

行

の

段

階

に

お

い

て

、

租

税

平

等

原

則

が

最

も

重

視

さ

れ

て

い

る

。

　

こ

の

よ

う

に

租

税

の

法

制

度

等

は

整

え

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

が

、

国

民

が

租

税

に

満

足

し

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

思

う

に

、

租

税

に

関

す

る

法

律

は

、

そ

れ

が

不

十

分

で

あ

れ

ば

、

そ

の

不

足

し

て

い

る

と

こ

ろ

に

不

満

が

生

じ

、

法

律

を

増

や

せ

ば

そ

れ

に

対

応

し

て

不

満

が

生

じ

る

と

い

う

厄

介

な

存

在

で

も

あ

る

。

そ

れ

は

、

租

税

及

び

租

税

法

が

有

す

る

宿

命

か

ら

生

じ

る

問

題

で

も

あ

る

。

　

そ

れ

ら

の

問

題

が

生

じ

る

最

大

の

問

題

は

、

「

租

税

が

公

共

サ

ー

ビ

ス

提

供

の

財

源

で

あ

る

」

と

は

い

え

、

個

々

の

国

民

に

と

っ

て

、

そ

の

公

共

サ

ー

ビ

ス

か

ら

受

け

る

受

益

と

負

担

す

る

サ

ー

ビ

ス

と

が

バ

ラ

ン

ス

し

て

い

な

い

。

あ

る

い

は

、

両

者

の

間

に

直

接

的

対

価

性

が

な

い

か

ら

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

そ

し

て

、

こ

の

よ

う

な

両

者

の

関

係

は

、

永

遠

に

続

く

こ

と

に

も

な

る

。

し

か

し

、

そ

れ

で

も

な

お

、

公

共

サ

ー

ビ

ス

と

租

税

と

は

、

国

家

（

社

会

）

制

度

に

お

い

て

、

不

可

欠

な

存

在

で

も

あ

る

。

よ

っ

て

、

個

々

の

国

民

に

と

っ

て

租

税

の

負

担

が

不

満

で

あ

る

に

し

て

も

、

そ

れ

を

少

し

で

も

和

ら

げ

る

施

策

な

り

、

知

恵

が

必

要

で

あ

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

　

そ

こ

で

、

本

稿

で

は

、

冒

頭

で

述

べ

た

種

々

の

問

題

に

つ

い

て

、

筆

者

の

長

年

の

経

験

に

照

ら

し

、

そ

れ

ぞ

れ

の

論

点

及

び

そ

の

方

向

性

に

つ

い

て

分

か

り

や

す

く

コ

ラ

ム

風

に

論

じ

る

こ

と

と

し

た

い

。

そ

の

こ

と

が

、

読

者

の

租

税

（

法

）

に

関

す

る

考

え

方

を

豊

か

に

す

る

こ

と

に

資

す

れ

ば

、

望

外

の

喜

び

で

も

あ

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

法

人

税

に

関

す

る

法

令

・

通

達

が

規

定

す

る

内

容

は

、

極

め

て

広

範

囲

に

及

ぶ

と

同

時

に

き

め

細

か

く

定

め

ら

れ

て

い

る

た

め

非

常

に

ボ

リ

ュ

ー

ム

が

あ

り

、

か

つ

難

解

で

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

る

。

　

本

書

は

、

そ

の

よ

う

な

法

人

税

に

関

す

る

基

本

的

事

項

を

図

表

や

フ

ロ

ー

チ

ャ

ー

ト

を

多

用

し

て

体

系

的

に

解

説

。

　

具

体

的

に

は

、

「

法

人

税

の

基

礎

事

項

」

か

ら

始

ま

り

、

「

資

産

の

税

務

」

「

費

用

の

税

務

」

「

完

全

支

配

関

係

が

あ

る

法

人

の

間

の

取

引

の

損

益

」

「

圧

縮

記

帳

等

」

「

引

当

金

、

準

備

金

」

「

企

業

組

織

再

編

税

制

」

「

公

益

法

人

の

税

務

」

「

税

額

計

算

、

申

告

、

納

付

」

「

消

費

税

等

の

取

扱

い

」

「

電

子

帳

簿

等

保

存

制

度

」

「

グ

ル

ー

プ

通

算

制

度

」

な

ど

全

�

章

で

構

成

。

　

今

回

の

改

訂

に

当

た

っ

て

は

、

賃

上

げ

促

進

税

制

、

交

際

費

等

の

損

金

不

算

入

制

度

及

び

中

小

企

業

事

業

再

編

投

資

損

失

準

備

金

制

度

等

の

見

直

し

並

び

に

特

許

権

等

の

譲

渡

に

よ

る

所

得

の

課

税

の

特

例

（

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

ボ

ッ

ク

ス

税

制

）

や

戦

略

分

野

国

内

生

産

促

進

税

制

の

創

設

等

と

い

っ

た

令

和

６

年

度

税

制

改

正

を

織

り

込

み

、

更

に

内

容

を

充

実

さ

せ

た

一

冊

と

な

っ

て

い

る

。

　

Ｂ

５

判

、

９

０

８

ペ

ー

ジ

。

定

価

３

７

４

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

原

処

分

庁

が

請

求

人

に

行

っ

た

各

更

正

処

分

に

係

る

各

更

正

通

知

書

に

添

付

さ

れ

た

各

別

表

か

ら

算

出

さ

れ

る

金

額

と

、

各

更

正

通

知

書

に

記

載

さ

れ

た

金

額

が

不

一

致

で

あ

る

場

合

の

理

由

の

提

示

に

不

備

が

あ

り

、

違

法

と

し

た

事

例

。

　

審

査

請

求

人

が

、

消

費

税

等

相

当

額

の

還

付

を

受

け

る

た

め

の

確

定

申

告

を

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

、

取

引

の

一

部

は

請

求

人

が

行

っ

た

も

の

と

は

認

め

ら

れ

な

い

か

ら

、

取

引

に

係

る

仕

入

金

額

は

、

請

求

人

の

課

税

仕

入

れ

に

係

る

支

払

対

価

の

額

と

は

認

め

ら

れ

な

い

な

ど

と

し

て

消

費

税

等

の

更

正

処

分

を

し

た

こ

と

に

対

し

、

請

求

人

が

、

当

該

更

正

処

分

に

は

理

由

の

提

示

に

不

備

が

あ

る

な

ど

と

し

て

、

当

該

更

正

処

分

の

全

部

取

消

し

を

求

め

た

。

国

税

不

服

審

判

所

は

、

各

更

正

通

知

書

が

具

体

的

に

更

正

の

根

拠

を

明

示

し

た

も

の

と

評

価

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

し

、

全

部

を

取

り

消

し

た

（

公

表

裁

決

、

令

和

５

年

�

月

�

日

付

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

、

衣

料

品

、

ア

ク

セ

サ

リ

ー

、

幼

児

・

子

供

用

品

等

の

販

売

及

び

輸

出

入

を

目

的

と

し

て

設

立

さ

れ

た

法

人

で

あ

る

。

　

請

求

人

は

、

各

確

定

申

告

書

を

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

提

出

し

た

。

　

な

お

、

請

求

人

は

、

確

定

申

告

書

を

提

出

す

る

際

、

中

国

に

在

住

す

る

中

国

人

顧

客

か

ら

商

品

の

注

文

を

受

け

、

ネ

ッ

ト

上

の

シ

ョ

ッ

ピ

ン

グ

サ

イ

ト

な

ど

で

商

品

を

販

売

す

る

日

本

国

内

の

複

数

事

業

者

（

各

国

内

販

売

事

業

者

）

か

ら

商

品

を

仕

入

れ

た

と

し

て

、

仕

入

の

対

価

を

課

税

仕

入

に

係

る

支

払

対

価

の

額

に

含

め

て

い

た

。

　

請

求

人

が

商

品

を

仕

入

れ

た

と

す

る

①

商

品

と

引

換

え

に

宅

配

業

者

に

現

金

で

代

金

を

支

払

う

方

法

に

よ

る

取

引

（

本

件

各

宅

配

取

引

）

、

②

商

品

と

引

換

え

に

Ｅ

社

に

現

金

で

代

金

を

支

払

う

方

法

に

よ

る

取

引

（

本

件

各

Ｅ

取

引

）

、

③

請

求

人

名

義

又

は

請

求

人

の

代

表

者

名

義

の

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

を

使

用

し

て

代

金

を

支

払

う

方

法

に

よ

る

取

引

（

本

件

各

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

取

引

）

、

及

び

④

Ｆ

ギ

フ

ト

カ

ー

ド

（

Ｆ

社

及

び

そ

の

関

連

会

社

が

提

供

す

る

シ

ョ

ッ

ピ

ン

グ

サ

イ

ト

で

使

用

で

き

る

ギ

フ

ト

カ

ー

ド

）

を

使

用

し

て

代

金

を

支

払

う

方

法

に

よ

る

取

引

（

「

本

件

各

ギ

フ

ト

カ

ー

ド

取

引

」

と

い

い

、

本

件

各

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

取

引

と

併

せ

て

「

本

件

各

カ

ー

ド

取

引

」

と

い

う

）

が

あ

る

。

　

原

処

分

庁

は

、

請

求

人

に

対

し

、

原

処

分

庁

所

属

の

調

査

担

当

職

員

の

調

査

に

基

づ

き

、

本

件

各

宅

配

取

引

に

つ

い

て

は

、

請

求

人

は

本

件

各

国

内

販

売

事

業

者

と

の

売

買

契

約

に

係

る

当

事

者

で

は

な

く

、

請

求

人

に

よ

る

仕

入

れ

の

事

実

が

認

め

ら

れ

な

い

か

ら

請

求

人

の

課

税

仕

入

れ

に

係

る

支

払

対

価

の

額

と

は

認

め

ら

れ

な

い

と

し

て

、

本

件

各

Ｅ

取

引

に

つ

い

て

は

、

消

費

税

法

第

�

条

第

７

項

に

規

定

す

る

請

求

書

等

を

保

存

し

な

い

場

合

に

該

当

す

る

か

ら

仕

入

税

額

控

除

の

適

用

は

認

め

ら

れ

な

い

と

し

、

本

件

各

カ

ー

ド

取

引

に

つ

い

て

は

、

消

費

税

法

第

�

条

第

７

項

に

規

定

す

る

帳

簿

及

び

請

求

書

等

を

保

存

し

な

い

場

合

に

該

当

す

る

か

ら

、

仕

入

税

額

控

除

の

適

用

は

認

め

ら

れ

な

い

と

し

て

、

ま

た

、

仕

入

れ

の

二

重

計

上

分

や

知

人

の

立

替

金

の

支

払

は

、

請

求

人

の

課

税

仕

入

れ

に

係

る

支

払

対

価

の

額

と

は

認

め

ら

れ

な

い

と

し

て

、

本

件

各

課

税

期

間

の

消

費

税

等

の

各

更

正

処

分

及

び

過

少

申

告

加

算

税

の

各

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

。

な

お

、

各

更

正

通

知

書

に

添

付

さ

れ

た

各

別

表

か

ら

算

出

さ

れ

る

控

除

対

象

仕

入

税

額

の

減

少

額

及

び

本

件

各

更

正

通

知

書

に

記

載

さ

れ

た

控

除

対

象

仕

入

税

額

の

減

少

額

は

一

致

し

な

い

。

　

請

求

人

は

、

再

調

査

決

定

を

経

た

後

の

本

件

各

更

正

処

分

に

不

服

が

あ

る

と

し

て

、

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

、

各

更

正

処

分

の

理

由

の

提

示

に

不

備

が

あ

る

か

否

か

。

原

処

分

庁

の

主

張

　

各

更

正

通

知

書

に

記

載

さ

れ

た

処

分

の

理

由

に

は

不

利

益

処

分

の

根

幹

部

分

を

な

す

事

実

関

係

が

明

示

さ

れ

て

お

り

、

行

政

庁

の

判

断

の

慎

重

と

合

理

性

を

担

保

し

て

そ

の

恣

意

を

抑

制

す

る

と

と

も

に

、

処

分

の

理

由

を

名

宛

人

に

知

ら

せ

て

不

服

の

申

立

て

に

便

宜

を

与

え

る

と

い

う

行

政

手

続

法

第

�

条

《

不

利

益

処

分

の

理

由

の

提

示

》

第

１

項

本

文

の

法

の

趣

旨

に

反

す

る

も

の

で

は

な

い

か

ら

、

各

更

正

処

分

の

理

由

の

提

示

に

不

備

は

な

い

。

請

求

人

の

主

張

　

各

更

正

通

知

書

に

は

、

調

査

担

当

職

員

の

要

請

に

応

じ

て

提

示

し

た

請

求

書

等

に

係

る

課

税

仕

入

れ

に

つ

い

て

、

仕

入

税

額

控

除

が

認

め

ら

れ

て

い

る

の

か

否

か

の

記

載

が

一

切

な

い

。

そ

の

た

め

、

ど

の

取

引

に

係

る

仕

入

税

額

控

除

が

否

認

さ

れ

、

認

め

ら

れ

た

の

か

が

分

か

ら

ず

、

納

税

す

べ

き

税

額

の

算

出

も

で

き

な

い

。

し

た

が

っ

て

、

各

更

正

処

分

に

お

け

る

理

由

の

提

示

は

不

備

が

あ

る

。

審

判

所

の

判

断

　

各

更

正

通

知

書

に

添

付

さ

れ

た

各

別

表

に

記

載

さ

れ

た

金

額

か

ら

算

出

さ

れ

る

控

除

対

象

仕

入

税

額

の

減

少

額

と

当

該

各

更

正

通

知

書

に

記

載

さ

れ

た

控

除

対

象

仕

入

税

額

の

減

少

額

と

は

一

致

し

て

お

ら

ず

（

本

件

不

一

致

）

、

本

件

不

一

致

は

当

該

各

別

表

中

の

一

部

の

取

引

に

つ

い

て

原

処

分

庁

が

求

人

の

仕

入

税

額

控

除

の

対

象

と

認

め

た

金

額

（

本

件

差

額

）

が

あ

る

た

め

に

生

じ

た

も

の

で

あ

る

と

こ

ろ

、

当

該

各

更

正

通

知

書

に

、

本

件

差

額

に

係

る

記

載

が

な

い

こ

と

に

よ

り

、

各

別

表

を

含

む

各

更

正

通

知

書

の

記

載

だ

け

で

は

、

請

求

人

に

お

い

て

本

件

差

額

の

存

在

さ

え

知

る

こ

と

が

で

き

ず

、

ま

た

、

当

該

各

別

表

に

記

載

の

ど

の

部

分

が

課

税

仕

入

れ

と

し

て

認

め

ら

れ

な

か

っ

た

の

か

判

別

す

る

こ

と

も

で

き

な

い

た

め

、

不

服

の

有

無

を

判

断

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

　

そ

う

す

る

と

、

当

該

各

更

正

通

知

書

は

、

各

更

正

処

分

の

全

体

に

つ

い

て

、

原

処

分

庁

の

判

断

過

程

を

逐

一

検

証

し

得

る

程

度

の

更

正

の

理

由

の

記

載

が

あ

る

と

は

認

め

ら

れ

ず

、

原

処

分

庁

の

恣

意

抑

制

及

び

不

服

申

立

て

の

便

宜

と

い

う

趣

旨

目

的

を

充

足

す

る

程

度

に

具

体

的

に

更

正

の

根

拠

を

明

示

し

た

も

の

と

評

価

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

か

ら

、

各

更

正

処

分

は

、

そ

の

理

由

の

提

示

に

不

備

が

あ

り

、

違

法

で

あ

る

。

（６）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

学

校

の

勉

強

は

大

概

面

白

く

な

い

し

、

読

書

感

想

文

は

、

本

嫌

い

を

助

長

す

る

だ

け

だ

ろ

う

。

そ

の

よ

う

な

意

見

も

あ

る

。

　

基

本

的

に

は

共

感

す

る

が

、

一

方

で

異

な

る

経

験

が

あ

る

。

国

語

や

日

本

史

の

授

業

に

登

場

す

る

古

典

や

文

学

、

評

論

な

ど

の

著

者

名

と

書

名

を

目

に

す

る

た

び

、

「

こ

の

本

の

原

文

を

読

み

た

い

」

と

い

う

衝

動

に

か

ら

れ

た

。

学

校

で

は

全

体

を

広

く

浅

く

知

る

こ

と

が

「

試

験

」

の

得

点

に

直

結

す

る

。

だ

か

ら

教

科

書

に

登

場

す

る

本

の

一

つ

ひ

と

つ

を

読

む

時

間

は

な

い

。

　

で

あ

れ

ば

、

大

人

に

な

っ

て

学

校

か

ら

開

放

さ

れ

た

ら

、

思

う

存

分

に

教

科

書

に

で

て

き

た

本

を

読

も

う

。

そ

れ

が

密

か

な

夢

で

あ

り

、

目

標

に

な

っ

て

い

た

。

　

こ

う

し

て

面

白

い

と

は

思

え

な

い

学

校

の

勉

強

を

続

け

た

。

大

人

の

考

え

る

テ

ー

マ

や

答

え

が

あ

り

そ

う

な

「

課

題

図

書

」

を

読

ま

さ

れ

、

感

想

文

の

作

成

を

求

め

ら

れ

る

の

は

、

ち

ょ

っ

と

苦

痛

だ

っ

た

。

　

こ

の

連

載

は

「

書

評

」

で

は

な

い

し

、

苦

手

な

「

読

書

感

想

文

」

で

も

な

い

。

他

人

に

読

ん

で

欲

し

い

本

を

取

り

上

げ

る

わ

け

で

も

な

い

。

自

分

に

と

っ

て

役

立

ち

、

わ

く

わ

く

し

続

け

て

き

た

「

税

の

書

物

」

１

冊

を

お

題

に

し

た

エ

ッ

セ

イ

で

あ

る

。

　

２

０

１

１

年

か

ら

法

科

大

学

院

で

「

租

税

法

」

の

授

業

を

受

け

持

っ

た

。

当

時

は

実

務

家

。

弁

護

士

と

し

て

、

そ

れ

ほ

ど

多

く

な

い

租

税

法

の

選

択

者

に

、

司

法

試

験

に

合

格

す

る

た

め

の

考

え

方

を

講

義

し

た

。

講

義

と

い

っ

て

も

、

数

人

の

受

講

生

が

相

手

で

、

順

番

に

ど

ん

ど

ん

あ

て

る

。

受

講

生

は

、

１

回

の

授

業

で

『

租

税

法

判

例

六

法

』

を

何

度

も

開

け

さ

せ

ら

れ

、

条

文

を

朗

読

さ

せ

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

　

読

ん

で

も

ら

っ

た

条

文

の

な

か

に

登

場

し

た

文

言

の

意

味

を

、

さ

ら

に

問

う

。

そ

の

条

文

か

ら

読

み

取

れ

る

要

件

も

聞

く

。

納

税

義

務

の

成

立

要

件

で

あ

る

課

税

要

件

は

、

税

法

に

明

確

に

定

め

ら

れ

て

い

る

。

憲

法

の

租

税

法

律

主

義

の

要

請

だ

が

、

文

言

か

ら

は

読

み

取

れ

な

い

要

件

も

多

い

。

　

そ

れ

を

埋

め

合

わ

せ

て

く

れ

る

の

が

判

例

で

あ

る

。

最

高

裁

判

例

と

な

れ

ば

、

び

し

っ

と

法

解

釈

を

示

し

て

く

れ

て

い

る

も

の

が

多

い

。

条

文

を

読

む

こ

と

は

、

判

例

を

読

む

こ

と

と

ワ

ン

セ

ッ

ト

に

な

る

。

　

デ

ジ

タ

ル

の

時

代

で

あ

る

が

、

仕

事

の

効

率

性

と

は

別

に

、

人

は

学

び

続

け

る

も

の

。

税

で

い

う

と

、

税

制

改

正

の

情

報

を

追

う

人

は

、

多

い

よ

う

に

観

察

さ

れ

る

。

が

、

税

法

の

条

文

を

読

み

な

が

ら

、

そ

の

意

味

を

自

発

的

に

考

え

た

り

、

条

文

を

読

ん

で

か

ら

関

連

す

る

判

例

に

想

い

を

馳

せ

た

り

す

る

人

は

、

少

な

い

と

想

像

す

る

。

　

ハ

ン

デ

ィ

な

サ

イ

ズ

で

基

本

と

な

る

所

得

税

法

、

法

人

税

法

、

相

続

税

法

、

消

費

税

法

の

条

文

が

載

っ

て

い

る

程

度

の

「

薄

い

六

法

」

だ

と

見

下

し

て

は

、

も

っ

た

い

な

い

。

そ

ば

に

置

い

て

親

指

１

本

で

パ

ラ

パ

ラ

め

く

る

こ

と

が

で

き

、

条

文

に

関

連

す

る

判

例

情

報

ま

で

得

ら

れ

る

「

最

高

の

学

習

教

材

」

は

、

ほ

か

に

な

い

だ

ろ

う

。

　

課

税

の

根

拠

は

「

税

法

」

に

し

か

あ

り

得

な

い

。

そ

の

前

提

を

わ

か

っ

て

い

な

が

ら

、

条

文

を

解

説

し

た

本

や

文

献

や

通

達

の

方

し

か

み

て

い

な

い

な

ら

ば

、

何

か

の

重

要

な

見

落

と

し

が

生

じ

る

だ

ろ

う

。

　

そ

の

見

落

と

し

に

よ

っ

て

、

税

金

の

額

が

変

わ

る

と

な

れ

ば

、

少

な

く

と

も

基

本

税

法

に

つ

い

て

は

、

紙

に

書

か

れ

た

条

文

に

触

れ

る

日

常

が

あ

っ

て

よ

い

と

思

う

。

　個人で働くフリーランスを保

護する「特定受託事業者に係る

取引の適正化等に関する法律」

（フリーランス・事業者間取引

適正化等法）が令和６年�月１

日に施行されます（本連載では

フリーランス保護法といいま

す）。

　フリーランスが安心して働け

る環境を整備するため、フリー

ランスに業務委託を行う発注事

業者に対し、取引条件の明示や

期日における報酬の支払いなど

を義務付けるものです。対象と

なる発注事業者は、フリーラン

スに業務委託をする事業者で、

従業員を使用するものとなって

おり、下請法のように資本金区

分の設定はありませんので、中

小企業や小規模事業者も対象と

なります。下請法では守られる

側の中小企業等も、フリーラン

ス保護法では、規制を守る側に

なります。

　本連載では、フリーランスに

業務委託をする事業者が知って

おくべき内容を中心に紹介しま

す。

　フリーランスとは、一般的に

は、企業などに所属せず、個人

単位で事業を行う人という意味

で用いられています。近年、働

き方の多様化が進み、令和２年

に内閣官房が実施した調査で

は、４６２万人がフリーランスと

して働いていると試算されてい

ます。業種や業態は、営業、講

師・インストラクター、建設・

現場作業、デザイン・コンテン

ツ制作、配送・配達など、多種

多様なものとなっています。

　一方で、令和３年の同調査に

よると、フリーランスの約４割

が報酬の不払い、支払遅延など

のトラブルを経験し、また、フ

リーランスの約４割が記載の不

十分な発注書しか受け取ってい

ないか、そもそも発注書を受領

していないという実態が明らか

になっています。

　このような問題が生じている

要因としては、個人として業務

委託を受けているフリーランス

と、組織として事業を行ってい

る発注事業者の間には、交渉力

や情報収集力の格差が生じやす

いことが挙げられます。

　例えば、フリーランスは、時

間や労力などの制約から事業規

模が小さく、取引先の数も限ら

れているため、新しい取引先を

見つけることが簡単ではなく、

特定の取引先に依存することに

なりやすいという特性があると

考えられます。

　また、業務委託という取引形

態は、発注事業者の指定した業

務が完了するまで報酬が支払わ

れないことが多いという事情も

あり、フリーランスは、発注事

業者から仕事を受ける場合、報

酬額等の取引条件を決定する場

面等で、弱い立場に置かれやす

い特性もあると考えられます。

　そこで、発注事業者とフリー

ランスとの業務委託取引につい

て、業種横断的に共通する最低

限のルールを設けるため、フリ

ーランスに係る①取引の適正化

と②就業環境の整備を図ること

を目的に、フリーランス保護法

が制定されました。

（７） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

福

岡

・

一

般

社

団

法

人

小

倉

青

色

申

告

会

（

梅

原

祐

治

会

長

）

は

６

月

�

日

、

北

九

州

市

小

倉

北

区

の

Ｊ

Ｒ

九

州

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

ホ

テ

ル

小

倉

で

創

立

�

周

年

記

念

式

典

を

開

催

し

た

。

　

役

員

や

会

員

、

来

賓

と

し

て

福

岡

国

税

局

の

岸

本

明

課

税

第

１

部

長

や

岡

田

達

也

個

人

課

税

課

長

、

小

倉

税

務

署

の

小

嶋

理

江

署

長

、

九

州

北

部

税

理

士

会

の

末

吉

勇

副

会

長

、

友

誼

団

体

の

代

表

ら

が

出

席

し

た

。

　

式

典

で

は

、

梅

原

会

長

が

あ

い

さ

つ

に

立

ち

、

こ

れ

ま

で

の

同

会

の

歴

史

を

振

り

返

る

と

と

も

に

、

税

務

手

続

き

の

デ

ジ

タ

ル

化

推

進

に

触

れ

な

が

ら

「

新

し

く

再

ス

タ

ー

ト

す

る

記

念

す

べ

き

年

」

と

力

強

く

決

意

を

述

べ

た

。

　

こ

の

後

、

�

年

の

あ

ゆ

み

を

懐

か

し

い

写

真

の

ス

ラ

イ

ド

シ

ョ

ー

で

紹

介

。

次

い

で

「

一

般

社

団

法

人

小

倉

青

色

申

告

会

デ

ジ

タ

ル

化

宣

言

２

０

２

４

」

を

宣

言

し

た

＝

写

真

。

　

式

典

後

、

記

念

講

演

が

行

わ

れ

、

早

稲

田

大

学

の

伏

見

俊

行

教

授

が

「

温

故

知

新

、

こ

れ

か

ら

の

『

青

色

活

動

』

」

の

演

題

で

講

演

。

さ

ら

に

、

伏

見

教

授

の

著

書

・

小

説

『

そ

れ

か

ら

の

特

攻

の

母

』

を

基

に

作

ら

れ

た

朗

読

劇

「

未

来

へ

」

が

披

露

さ

れ

、

小

嶋

署

長

や

同

会

会

員

ら

も

出

演

し

た

。

　

一

般

社

団

法

人

熊

本

中

央

青

色

申

告

会

（

深

川

新

一

会

長

）

は

５

月

�

日

、

熊

本

市

で

第

�

回

通

常

総

会

を

開

催

し

た

。

役

員

や

会

員

、

来

賓

と

し

て

熊

本

東

税

務

署

の

勝

木

弘

文

署

長

ら

幹

部

が

出

席

し

た

。

　

深

川

会

長

＝

写

真

＝

の

あ

い

さ

つ

の

後

、

令

和

５

年

分

早

期

確

定

申

告

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

提

出

者

へ

の

記

念

品

贈

呈

が

行

わ

れ

た

。

続

く

議

事

で

は

令

和

６

年

度

事

業

計

画

案

を

承

認

。

そ

の

内

容

は

①

指

導

相

談

活

動

の

充

実

と

し

て

記

帳

個

別

相

談

会

の

開

催

や

「

ブ

ル

ー

リ

タ

ー

ン

Ａ

」

な

ら

び

に

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

普

及

・

拡

大

、

②

組

織

運

営

の

強

化

で

は

会

員

増

強

運

動

の

展

開

、

組

織

力

の

強

化

と

会

勢

拡

大

の

推

進

な

ど

と

な

っ

て

い

る

。

　

福

岡

・

公

益

社

団

法

人

博

多

法

人

会

（

印

正

哉

会

長

）

は

６

月

５

日

、

福

岡

市

で

第

�

回

定

時

総

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

役

員

や

会

員

、

来

賓

と

し

て

博

多

税

務

署

の

田

尻

寿

人

署

長

ら

幹

部

が

出

席

し

た

。

　

印

会

長

の

あ

い

さ

つ

の

後

、

令

和

６

年

度

事

業

計

画

と

し

て

▽

税

知

識

の

普

及

と

納

税

意

識

の

高

揚

▽

適

正

・

公

平

な

税

務

実

現

の

た

め

の

的

確

な

提

言

▽

税

務

行

政

Ｄ

Ⅹ

の

推

進

協

力

な

ど

を

報

告

し

た

。

　

総

会

後

に

は

、

元

プ

ロ

野

球

選

手

で

ソ

フ

ト

バ

ン

ク

や

巨

人

な

ど

で

活

躍

し

た

松

田

宣

浩

氏

が

「

熱

男

の

こ

と

ば

」

の

テ

ー

マ

で

講

演

を

行

っ

た

。

　

松

田

氏

は

現

役

時

代

の

経

験

談

を

交

え

な

が

ら

、

常

に

目

標

を

持

ち

続

け

る

こ

と

、

前

向

き

に

取

り

組

む

ポ

ジ

テ

ィ

ブ

マ

イ

ン

ド

を

持

つ

こ

と

が

大

切

だ

と

熱

く

語

っ

た

。

　

最

後

は

参

加

者

全

員

で

「

熱

男

～

っ

」

と

声

を

上

げ

な

が

ら

熱

男

ポ

ー

ズ

を

披

露

し

会

場

を

盛

り

上

げ

た

。

　

熊

本

県

青

色

申

告

会

連

合

会

（

木

之

田

紀

子

会

長

）

は

６

月

５

日

、

熊

本

市

で

令

和

６

年

度

通

常

総

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

県

下

各

単

位

会

の

役

職

員

、

来

賓

と

し

て

熊

本

国

税

局

の

金

子

郁

義

課

税

部

次

長

や

原

田

周

一

個

人

課

税

課

長

、

熊

本

西

税

務

署

の

土

肥

浩

一

署

長

、

友

誼

団

体

の

代

表

ら

が

出

席

し

た

。

　

木

之

田

会

長

の

あ

い

さ

つ

に

続

き

、

令

和

６

年

度

事

業

計

画

と

し

て

①

組

織

運

営

の

強

化

で

は

青

色

申

告

制

度

の

普

及

拡

大

、

関

係

省

庁

や

各

種

団

体

と

の

連

携

に

よ

る

会

勢

拡

大

の

推

進

、

②

指

導

相

談

活

動

の

充

実

で

ブ

ル

ー

リ

タ

ー

ン

Ａ

の

普

及

と

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

お

よ

び

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

拡

大

な

ど

を

承

認

し

た

。

　

長

野

優

法

会

（

塚

田

裕

一

会

長

）

は

６

月

�

日

、

長

野

市

内

の

ホ

テ

ル

国

際

�

で

第

�

回

通

常

総

会

を

開

催

し

た

。

総

会

に

は

、

田

中

達

也

署

長

を

は

じ

め

と

す

る

長

野

税

務

署

の

幹

部

な

ど

多

数

の

来

賓

が

出

席

し

た

。

　

塚

田

会

長

の

あ

い

さ

つ

に

続

い

て

議

事

に

入

り

、

令

和

６

年

度

事

業

計

画

案

、

収

支

予

算

案

な

ど

す

べ

て

の

議

案

を

承

認

。

ま

た

、

役

員

改

選

で

は

、

塚

田

会

長

を

含

む

す

べ

て

の

役

員

が

再

任

さ

れ

た

。

　

総

会

後

に

は

、

柔

道

シ

ド

ニ

ー

五

輪

１

０

０

㌔

超

級

銀

メ

ダ

リ

ス

ト

で

現

在

は

長

野

県

安

曇

野

市

に

在

住

し

、

ブ

ル

ー

ベ

リ

ー

栽

培

な

ど

を

手

掛

け

て

い

る

篠

原

信

一

氏

が

「

『

夢

言

実

行

』

柔

道

と

農

業

に

つ

い

て

」

と

題

し

て

講

演

＝

写

真

。

篠

原

氏

は

、

世

紀

の

誤

審

が

あ

っ

た

と

い

わ

れ

る

シ

ド

ニ

ー

五

輪

の

決

勝

の

試

合

で

敗

れ

た

と

き

の

心

境

を

振

り

返

る

と

と

も

に

、

長

野

で

農

業

を

始

め

た

経

緯

な

ど

に

つ

い

て

ユ

ー

モ

ア

を

交

え

な

が

ら

語

っ

た

。

　

納

税

協

会

・

大

阪

市

内

ブ

ロ

ッ

ク

青

年

部

会

連

絡

協

議

会

（

野

村

武

司

会

長

）

は

６

月

６

日

、

ホ

テ

ル

阪

急

イ

ン

タ

ー

ナ

シ

ョ

ナ

ル

で

、

「

設

立

�

周

年

記

念

事

業

」

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

役

員

や

会

員

、

来

賓

と

し

て

大

阪

国

税

局

総

務

部

の

菅

沼

哲

矢

部

長

、

納

税

協

会

連

合

会

の

尾

崎

裕

会

長

、

大

阪

市

内

の

税

務

署

長

と

納

税

協

会

会

長

ら

が

出

席

し

た

。

　

第

１

部

の

記

念

式

典

で

は

、

野

村

会

長

の

あ

い

さ

つ

後

、

功

績

者

感

謝

状

贈

呈

が

行

わ

れ

、

同

協

議

会

の

第

�

代

目

以

降

の

歴

代

会

長

に

対

し

て

野

村

会

長

か

ら

感

謝

状

が

贈

呈

さ

れ

た

。

　

第

２

部

は

、

同

協

議

会

作

成

の

租

税

教

育

動

画

「

ゼ

イ

と

タ

ッ

ク

ス

」

を

披

露

。

す

ご

ろ

く

ゲ

ー

ム

を

楽

し

み

な

が

ら

、

税

と

の

か

か

わ

り

を

疑

似

体

験

で

き

る

内

容

で

、

小

学

校

高

学

年

向

け

の

租

税

教

育

動

画

と

な

っ

て

い

る

。

　

第

３

部

の

パ

ネ

ル

デ

ィ

ス

カ

ッ

シ

ョ

ン

で

は

、

「

仲

間

と

と

も

に

未

来

の

カ

タ

チ

」

を

テ

ー

マ

に

、

次

代

を

担

う

児

童

・

生

徒

ら

に

対

す

る

租

税

教

育

活

動

や

異

業

種

交

流

と

地

域

へ

の

貢

献

な

ど

、

青

年

部

会

が

目

指

す

べ

き

姿

な

ど

を

議

論

し

た

。

　

そ

の

後

、

祝

賀

会

が

盛

大

に

開

か

れ

、

�

周

年

の

節

目

を

祝

っ

た

。

　

東

京

国

税

局

管

内

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

近

藤

忠

夫

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

東

京

都

内

の

上

野

精

養

軒

で

総

会

を

開

い

た

。

来

賓

に

は

、

東

京

国

税

局

の

富

山

一

成

局

長

ら

が

招

か

れ

た

。

　

富

山

局

長

は

祝

辞

の

中

で

、

同

会

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

拡

大

に

つ

い

て

の

活

動

な

ど

に

謝

意

を

表

し

た

。

　

令

和

６

年

度

の

事

業

計

画

で

は

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

は

社

会

全

体

の

デ

ジ

タ

ル

化

を

通

じ

て

、

国

民

や

企

業

の

利

便

性

を

図

る

有

意

義

な

施

策

で

あ

る

と

し

て

、

従

来

の

振

替

制

度

を

利

用

し

た

納

付

に

加

え

、

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

や

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

バ

ン

キ

ン

グ

か

ら

の

納

付

、

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

に

よ

る

納

付

、

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

の

決

済

ア

プ

リ

に

よ

る

納

付

な

ど

、

多

様

な

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

普

及

・

拡

大

に

向

け

た

Ｐ

Ｒ

活

動

を

推

進

す

る

こ

と

を

確

認

。

　

ま

た

、

各

納

連

等

の

役

員

は

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

拡

大

に

向

け

て

、

自

ら

率

先

し

て

取

り

組

む

こ

と

も

承

認

し

た

。

　

東

京

・

公

益

社

団

法

人

大

森

法

人

会

（

齊

藤

政

二

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

都

内

の

朗

峰

会

館

で

通

常

総

会

を

開

い

た

。

来

賓

に

は

、

大

森

税

務

署

の

遠

藤

昌

久

署

長

ら

が

招

か

れ

た

。

　

齊

藤

会

長

は

冒

頭

、

「

社

会

の

Ｉ

Ｔ

化

に

合

わ

せ

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

の

普

及

に

努

め

て

い

き

ま

す

」

な

ど

と

あ

い

さ

つ

し

た

。

　

講

演

会

で

は

、

大

森

署

の

遠

藤

署

長

が

「

税

務

行

政

の

将

来

像

の

実

現

に

向

け

て

」

と

題

し

て

、

「

税

務

行

政

の

デ

ジ

タ

ル

・

ト

ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー

シ

ョ

ン

―

税

務

行

政

の

将

来

像

２

０

２

３

―

」

に

触

れ

な

が

ら

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

な

ど

を

説

明

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

法

人

税

申

告

は

�

％

を

超

え

て

い

る

も

の

の

、

さ

ら

な

る

向

上

を

目

指

し

た

い

と

語

っ

た

＝

写

真

。

　

公

益

社

団

法

人

川

崎

南

法

人

会

（

鈴

木

槙

二

郎

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

川

崎

日

航

ホ

テ

ル

で

講

演

会

と

総

会

を

開

い

た

。

来

賓

に

は

、

川

崎

南

税

務

署

の

田

中

健

二

署

長

ら

が

招

か

れ

た

。

　

講

演

会

の

講

師

に

は

、

歴

史

作

家

で

多

摩

大

学

客

員

教

授

の

河

合

敦

氏

が

招

か

れ

た

。

河

合

氏

は

「

新

札

の

偉

人

た

ち

～

世

界

一

面

白

い

歴

史

の

講

演

会

～

」

と

題

し

て

、

７

月

か

ら

新

札

に

登

場

す

る

渋

沢

栄

一

ら

の

生

い

立

ち

か

ら

生

き

ざ

ま

を

様

々

な

角

度

か

ら

ス

ポ

ッ

ト

を

当

て

て

解

説

し

た

＝

写

真

。

　

総

会

で

は

鈴

木

会

長

が

、

小

学

生

を

対

象

と

し

た

租

税

教

室

、

救

命

救

急

講

習

会

な

ど

の

事

業

計

画

に

つ

い

て

、

理

解

と

協

力

、

参

加

を

呼

び

掛

け

た

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

中

法

人

会

青

年

部

会

（

仙

場

友

朗

部

会

長

）

は

６

月

３

日

、

大

同

生

命

ビ

ル

で

札

幌

中

税

務

署

の

宮

坂

博

人

署

長

を

講

師

に

招

き

「

プ

ロ

ス

ポ

ー

ツ

選

手

の

税

」

と

題

し

た

講

演

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

プ

ロ

ス

ポ

ー

ツ

選

手

は

基

本

的

に

個

人

事

業

主

で

あ

り

、

自

ら

確

定

申

告

を

行

っ

て

い

る

が

、

相

撲

力

士

は

番

付

に

よ

っ

て

は

給

与

収

入

を

得

て

お

り

、

さ

ら

に

は

番

付

手

当

や

懸

賞

金

な

ど

が

あ

る

。

ど

の

よ

う

な

収

入

が

ど

の

所

得

に

な

る

の

か

、

ま

た

、

ア

メ

リ

カ

国

内

で

活

躍

し

て

い

る

選

手

の

申

告

は

ど

う

し

て

い

る

の

か

、

ア

メ

リ

カ

独

立

革

命

の

原

因

は

税

金

問

題

な

ど

が

発

端

で

あ

っ

た

な

ど

、

具

体

的

か

つ

ユ

ー

モ

ア

も

交

え

て

解

説

し

た

。

　

日

頃

か

ら

応

援

を

し

て

い

る

相

撲

力

士

の

収

入

や

税

金

と

い

う

内

容

で

あ

り

、

皆

、

大

変

興

味

深

く

聴

講

し

て

い

た

。

　

東

京

・

公

益

社

団

法

人

蒲

田

法

人

会

（

伴

良

二

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

羽

田

ギ

ャ

ラ

ク

シ

ー

ホ

ー

ル

で

総

会

・

特

別

講

演

会

を

開

い

た

。

来

賓

に

は

、

蒲

田

税

務

署

の

小

澤

涼

子

副

署

長

ら

が

招

か

れ

た

。

　

伴

会

長

は

冒

頭

、

「

現

在

の

会

員

数

は

２

７

１

７

社

、

今

年

は

２

８

０

０

社

を

目

指

し

て

会

員

増

強

を

行

っ

て

い

き

た

い

」

な

ど

と

あ

い

さ

つ

し

た

。

　

特

別

講

演

会

の

講

師

に

は

、

元

外

務

事

務

次

官

で

大

阪

大

学

特

任

教

授

の

藪

中

三

十

二

氏

が

招

か

れ

た

。

藪

中

氏

は

「

漂

流

す

る

グ

ロ

ー

バ

ル

社

会

と

日

本

の

針

路

」

と

題

し

て

、

日

本

が

こ

れ

ま

で

取

っ

て

き

た

行

動

に

は

意

味

が

あ

る

と

語

り

、

そ

の

一

つ

ひ

と

つ

の

意

味

を

解

説

し

た

＝

写

真

。

（８）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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